
 

議会議案第  ７号 

 

会計年度任用職員の処遇改善にむけた法改正と雇用安定に関する

意見書の提出について 

 

上記の議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出します。 

 

令和 ４年 ６月２３日 

 

 

               提出者 須崎市議会議員 海地 雅弘 

               賛成者 須崎市議会議員 髙橋 祐平 

                〃  須崎市議会議員 髙橋 立一 

                〃  須崎市議会議員 佐々木 學 

                〃  須崎市議会議員 大﨑 宏明 

                〃  須崎市議会議員 豊島 美代子 

                〃  須崎市議会議員 松田 健 

                〃  須崎市議会議員 柿谷 悟 

 



 

 

会計年度任用職員の処遇改善にむけた法改正と雇用安定に関する意見書 

  

 自治体で働く会計年度任用職員は、2020 年総務省調査によると全国で 70 万とされ、常勤

職員と同様に地方行政の重要な担い手となっています。 

適正な任用・勤務条件の確保を目的に、2020 年４月から会計年度任用職員制度がスター

トしましたが、今なお「官製ワーキングプア」と揶揄される状況にあり、法改正により一定

程度改善したものの、依然として常勤職員との均等・均衡、いわゆる同一労働同一賃金の観

点からは程遠い状況は変わっていません。とりわけ短時間の会期年度任用職員には法律上期

末手当しか支給できないなど格差は広がるばかりです。 

良質で安定した行政サービスの維持・向上のためには、会計年度任用職員の処遇改善、雇

用安定が急務となっています。 

 つきましては、次のことが措置されるよう強く要望いたします。 

 

記 

 

１．短時間勤務の会計年度任用職員の勤勉手当支給制限に関する規定を見直し（地方自治法 

 第 203 条の２、第 204 条の改正）を行い、短時間の会計年度任用職員にも勤勉手当を支 

 給できるようにすること。 

 

２．各自治体において、会計年度任用職員等の処遇改善促進が図られるよう、必要な財源の

確保について特段の配慮を行うこと。 

 

３．会計年度任用職員の雇用安定をはかるため、任期の定めのない短時間勤務職員制度の導

入について検討を行うこと。 

 

以上、地方自治法第 99 条にもとづき、提出する。 

 

 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ ３ 日 

須崎市議会議長 髙橋 立一 

 

 

内閣総理大臣 様 

内閣官房長官 様 

総務大臣 様 

財務大臣 様 

厚生労働大臣  様 

 


